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序-1 

序章 環境影響評価準備書の目的と経緯 

序-1 環境影響評価準備書の目的 
本書は、埼玉県環境影響評価条例（平成 6 年 12月 26 日埼玉県条例第 61号）に基づき、

令和 6年 9月 17 日付で知事に提出された「第一工場ごみ処理施設プラント更新事業環境影

響評価調査計画書及び環境に影響を及ぼす地域に関する基準に該当すると認める地域を記

載した書類」（以下「調査計画書」という。）の記載事項について、住民等の意見及び知事

意見書の内容を踏まえて検討を加え、埼玉県環境影響評価条例に基づき、「第一工場ごみ処

理施設プラント更新事業環境影響評価準備書」（以下「準備書」という。）として取りまと

めたものである。 

 

序-2 準備書作成までの経緯 
準備書作成までの経緯は、表-1 に示すとおりである。 

 

表-1 準備書作成までの経緯 

項目 年月日 備考 

調査計画書の提出 令和6年9月17日 東埼玉資源環境組合→知事 

関係地域決定の通知 令和6年9月24日 知事→東埼玉資源環境組合 

関係地域：越谷市、吉川市、松伏町 

調査計画書の公告・縦覧 令和6年10月1日 

～11月1日 

公告：令和6年10月1日 

縦覧期間：令和6年10月1日～11月1日 

縦覧場所：埼玉県庁 環境政策課 

埼玉県越谷環境管理事務所、 

東埼玉資源環境組合第一工場ごみ処理施設計画課 

越谷市役所 資源循環推進課 

吉川市役所 環境課 

松伏町役場 環境経済課 

説明会の開催 令和6年10月16日

～18日 

越谷市：令和6年10月16日 

松伏町：令和6年10月17日 

吉川市：令和6年10月18日 

住民等の意見の提出 令和6年10月1日 

～11月15日 

意見書0件 

技術審議会 令和6年10月8日 現地視察 

技術審議会 令和6年10月23日 第1回小委員会 

技術審議会 令和6年12月3日 第2回小委員会 

知事意見受領 令和7年1月10日 知事→東埼玉資源環境組合 

調査計画書記載事項変更

に係る手続き等免除承認

申請 

令和8年3月12日 東埼玉資源環境組合→知事 

同申請承認 令和8年3月27日 知事→東埼玉資源環境組合 

  



 
 
 
 

 

序-2 

 

序-3 準備書作成の手順 
準備書は、「埼玉県環境影響評価条例」「埼玉県環境影響評価条例施行規則」及び「埼玉

県環境影響評価技術指針」に基づき作成した。 

具体的には、調査計画書に対する住民等の意見、知事意見を十分に反映させるため、記載

内容を再検討し、事業計画・工事計画の具体化に伴う内容の充実及び記載の修正を踏まえた

上で環境影響評価に係る調査、予測及び評価を行い、必要に応じて環境保全措置を検討する

とともに事後調査計画を策定した。 

 

序-4 調査計画書の変更 
調査計画書の記載内容の変更に伴い、埼玉県環境影響評価条例（平成 6 年 12 月 26 日埼

玉県条例第 61号）第 21条第 1項の規定に基づき、「調査計画書記載事項変更に係る手続等

免除承認申請書」及び「変更内容検討書」を埼玉県知事に提出し、承認を得た。 

提出した「調査計画書記載事項変更に係る手続等免除承認申請書」、「変更内容検討書」

及び「埼玉県知事からの免除承認書」は以下に示すとおりである。 

 

 



 
 
 
 

 

序-3 

 

 



 
 
 
 

 

序-4 

 

変更内容検討書 

令和 8年 3月 12 日作成 

 

1.都市計画対象事業の名称 

第一工場ごみ処理施設プラント更新事業 
 

2.変更の内容 

変更項目 

変更内容 
備考 

（変更前の記載箇所） 
調査計画書 

の内容 

変更後 

の内容 

第2章 都市計画対象事業の目的及び内容 

 2.3 対象事業の実施区域 別紙 1 参照 別紙 1 参照 調査計画書p.2-1～2-3 

 
2.6 対象事業の実施方法 

2.6.1 設備更新計画 
別紙 2 参照 別紙 2 参照 調査計画書p.2-6～13 

 2.6.2 処理計画 別紙 3 参照 別紙 3 参照 調査計画書p.2-15～16 

 
2.6.3 公害防止に関する計画 

(1)  排出ガス処理計画及び大気汚染防止計画 
別紙 4 参照 別紙 4 参照 調査計画書p.2-17 

 2.6.4 廃棄物等運搬車両の計画 別紙 5 参照 別紙 5 参照 調査計画書p.2-21 

 
2.7 工事計画 

2.7.1 工事工程 
別紙 6 参照 別紙 6 参照 調査計画書p.2-23 

 2.7.2 建設機械 別紙 7 参照 別紙 7 参照 調査計画書記載なし 

第8章  環境影響評価の調査項目及び調査方法 

 
8.1  環境影響要因の把握 別紙 8 参照 別紙 8 参照 調査計画書p.3-1 

8.2  調査・予測・評価の項目 別紙 9 参照 別紙 9 参照 調査計画書p.3-2 

第9章 調査の結果の概要並びに予測及び評価の結果 

 
9.7 動物 

9.7.1 調査 
別紙 10 参照 別紙 10 参照 調査計画書p.4-32 
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3.変更の理由 

 調査計画書に対する知事意見等、現地状況、並びに事業計画の進捗及び具体化を踏まえ、調

査、予測及び評価の内容の変更を行った。 
 
4.変更後の関係地域 

本事業に係る関係地域は、「埼玉県環境影響評価条例施行規則」別表第二に基づき、「対象事業

が実施される区域の周囲 3 キロメートル以内の地域」を基準として設定しており、関係地域に変

更はない。 

 
5.変更後の環境影響評価の項目及び調査方法 

調査計画書に対する知事意見及び環境影響評価技術審議会における委員意見を踏まえ、工事中

の廃棄物の項目を追加した。また、動物（猛禽類）については、現地調査の際に猛禽類の確認状

況に応じて、調査精度を向上させるために、調査地点を追加した。その詳細については、別紙に

示すとおりである。 
また、事業計画の変更は、事業の進捗に伴う検討結果によるものであり、事業特性に変更はな

い。 
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別紙 1 

第2章 対象事業の目的及び内容 

【変更箇所】 

事業計画の進捗に伴う検討の結果、重機作業区域を縮小して実施が可能となったため、対

象事業実施区域（計画地）の面積を変更した。 

 

【調査計画書の内容】 

2.3 対象事業の実施区域 

本事業における対象事業実施区域（以下、「計画地」という。）の位置は、図 2.3-1 に示すと

おりである。 

本事業は、既存の第一工場の設備更新であり、基本的には既存の第一工場が稼働している組

合敷地内で事業実施予定であるが、工事に伴い既存の第一工場周辺に建設機械等の配置が必要

となるため、重機作業区域を設け、当該区域は必要に応じて地盤改良等を実施する。そのため、

計画地は、図 2.3-2 に示す組合敷地（45,875.44m2）と重機作業区域（13,554m2）とする。 
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【準備書の内容】 

 
2.3 対象事業の実施区域 

本事業における対象事業実施区域（以下、「計画地」という。）の位置は、図 2.3-1 に示すと

おりである。 

本事業は、既存の第一工場の設備更新であり、基本的には既存の第一工場が稼働している組

合敷地内で事業実施予定であるが、工事に伴い既存の第一工場周辺に建設機械等の配置が必要

となるため、重機作業区域を設け、当該区域は必要に応じて地盤改良等を実施する。そのため、

計画地は、図 2.3-2 に示す組合敷地（45,875.44m2）と重機作業区域（8,233m2）とする。 
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別紙 2 

 
【変更箇所】 

事業計画の進捗に伴う検討の結果、設備機器の配置を変更した。また、施設立面図を追加

した。 

 

【調査計画書の内容（1/2）】 

2.6.1 設備更新計画 
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【調査計画書の内容（2/2）】 

2.6.1 設備更新計画 

 
 

【準備書の内容（1/3）】 
2.6.1 設備更新計画 
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【準備書の内容（2/3）】 
2.6.1 設備更新計画 
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【準備書の内容（3/3）】 
2.6.1 設備更新計画 
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別紙 3 

【変更箇所】 

事業計画の進捗に伴う検討の結果、対象施設における処理フロー図を変更した。また、既

存の第一工場についても、実際の状況と整合を図り修正した。 

 

【調査計画書の内容】 

2.6.2 処理計画 

  
【準備書の内容】 
2.6.2 処理計画 
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別紙 4 

【変更箇所】 

事業計画の進捗に伴う検討の結果、煙突からの排出ガスの諸元を変更し、新たに対象施設

における環境保全管理値を設定した。 

 

【調査計画書の内容】 

2.6.3 公害防止に関する計画 

(1)  排出ガス処理計画及び大気汚染防止計画 

 
【準備書の内容】 
2.6.3 公害防止に関する計画 

(1)  排出ガス処理計画及び大気汚染防止計画 
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別紙 5 

【変更箇所】 

事業計画の進捗に伴う検討の結果、廃棄物運搬車両の台数を変更した。 

 

【調査計画書の内容】 

2.6.4 廃棄物等運搬車両の計画 

 
 

 

【準備書の内容】 
2.6.4 廃棄物等運搬車両の計画 
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別紙 6 

【変更箇所】 

事業計画の進捗に伴う検討の結果、工事工程の詳細内容等を追加した。 

 

【調査計画書の内容】 

2.7 工事計画 

2.7.1 工事工程 

 
【準備書の内容（1/3）】 
2.7 工事計画 

2.7.1 工事工程 
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【準備書の内容（2/3）】 
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【準備書の内容（3/3）】 
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別紙 7 

【変更箇所】 

事業計画の進捗に伴う検討の結果、使用する建設機械を追加した。 

 

【調査計画書の内容】 

記載なし 
 

 

【準備書の内容】 
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別紙 8 

第 8 章  環境影響評価の調査項目及び調査方法 

【変更箇所】 

調査計画書に対する知事意見及び環境影響評価技術審議会における委員意見を踏まえ、

工事中における廃棄物の項目を追加したため、工事中の環境影響要因の「造成等の工事」を

追加した。 

 

【調査計画書の内容】 

3.1  環境影響要因の把握 

 
 

 

【準備書の内容】 
8.1  環境影響要因の把握 
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別紙 9 

【変更箇所】 

調査計画書に対する知事意見及び環境影響評価技術審議会における委員意見を踏まえ、

工事中における廃棄物の項目を追加した。 

 

【調査計画書の内容】 

3.2  調査・予測・評価の項目 
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【準備書の内容】 
8.2  調査・予測・評価の項目 
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別紙 10 

【変更箇所】 

動物（猛禽類）調査について、現地調査の際に猛禽類の確認状況に応じて、調査精度を向

上させるために、調査地点を追加した。 

 

【調査計画書の内容】 

4.7  動物  

4.7.1  調査の方法 
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【準備書の内容】 
9.7  動物  

9.7.1  調査の方法 
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